
環境厚生常任委員長報告 

（Ｒ１．１２．２３） 

 

環境厚生常任委員会に付託されました議案について、審査の経過概

要とその結果を報告いたします。 

 

まず、第１号議案、令和元年度一般会計補正予算の本委員会所管分

でありますが、その主な内容は、 

民生費では、本年９月診療分から制度を拡充しているこども医療費

助成経費をはじめ、障害者福祉サービス事業経費、児童扶養手当経費

などの扶助費における、今年度の所要額見込みの増加に伴う増額補正、 

衛生費では、国道９号の若宮橋架替工事に伴い支障となる、し尿処

理施設若宮工場の排水管撤去等に要する経費として、し尿処理施設管

理経費の増額補正であります。 

災害復旧費では、昨年の災害により被害を受けた大阪湾広域廃棄物

埋立処分場における復旧事業費が計上されております。 

また、債務負担行為については、塵芥
じんかい

処理施設の運転管理に係る経

費などについて設定されております。 



別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決すべきものと

決定しました。 

 

 次に、第２号議案、令和元年度介護保険事業特別会計補正予算につ

いては、国庫補助金を財源とした、包括的支援事業に要する経費を増

額する一方、介護サービスにおける給付経費の精算見込みに伴う減額

を行うものであり、別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案

可決すべきものと決定しました。 

 

 次に、第３号議案、令和元年度後期高齢者医療事業特別会計補正予

算については、保険料等の徴収見込額の増加に伴う、後期高齢者医療

広域連合納付金の増額補正であり、別段異論なく、採決の結果は、全

員をもって原案可決すべきものと決定しました。 

 

次に、第６号議案、令和元年度病院事業会計補正予算については、

職員人件費及び材料費を増額補正するとともに、給食業務等の経費に

係る債務負担行為について予算に定めるものであり、別段異論なく、

採決の結果は、全員をもって原案可決すべきものと決定しました。 



次に、第１１号議案、災害弔慰
ちょうい

金
きん

の支給等に関する条例の一部改正

については、災害弔慰
ちょうい

金
きん

等の支給に関する事項を調査審議するための

災害弔慰金等支給審査委員会の設置等に係る改正をしようとするも

のであり、別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決すべ

きものと決定しました。 

 

次に、第１２号議案、亀岡市立認定こども園条例の制定については、

本梅保育所及び東本梅保育所を認定こども園に移行させるため、新た

に認定こども園として、本梅こども園及び森の自然こども園東本梅を

設置し、必要な事項を定めようとするものであり、別段異論なく、採

決の結果は、全員をもって原案可決すべきものと決定しました。 

 

次に、第１３号議案、亀岡市立保育所条例の一部改正については、

認定こども園に移行させるため、本梅保育所及び東本梅保育所を廃止

するとともに、その他の規定整備を図るものであり、別段異論なく、

採決の結果は、全員をもって原案可決すべきものと決定しました。 

 

以上、簡単でありますが、本委員会の報告とします。 
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